
盛土規制法に基づく規制の開始について

背 景

■ 令和３年７月３日 静岡県熱海市で土石流災害発生

■ 令和５年１月１日 長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例 施行

■ 令和５年５月26日 宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法） 施行
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長野県の取組

✓ 令和５年度から規制区域を指定するための基礎調査に着手

■ 基礎調査の実施

■ 規制区域指定の方針

○ 都市計画区域のうち「市街化区域」「用途地域」
○ 集落の区域 （50戸以上の人家等が50m以内で連たんする区域）

○ 宅地造成等工事規制区域を除く県内全域
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規制開始

※ パブリックコメント実施

※ 現在

特定盛土等規制区域（案）

宅地造成等工事規制区域（案）

※ 長野市・松本市は
中核市のため独自に指定令和７年５月26日区域指定予定日





■ 対象となる盛土等の規模

＜土地の形質の変更（盛土・切土）＞

赤文字 宅地造成等工事規制区域 青文字 特定盛土等規制区域

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度を成す土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のもの （注）盛土等を行う前後の地盤面の
高さの差が30cmを超えるもの

＜一時的な土石の堆積＞

◆工事に付随して行われる土砂の一時堆積の扱い（＝現場内又は付近への土砂の仮置き）
✓ 工事と一体的に安全管理がされることから規制の対象外となる。

盛土条例 宅地造成及び特定盛土等規制法

規制
区域

県内全域が対象
県内全域が対象

宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

規制
対象

・高さ５ｍ以上
・面積3,000㎡以上

・崖を生ずる場合（盛土1m超、切土2m超、切盛2m超）
・盛土2m超
・盛土または切土の面積500㎡超

・崖を生ずる場合（盛土2m超、切土5m超、切盛5m超）
・盛土5m超
・盛土または切土の面積3,000㎡超
※許可規模未満でも届出制度有り

《 盛土条例と盛土規制法の比較 》



■ 公共施設の整備工事の取扱い

１ 国または地方公共団体（県・長野市・松本市）が行う盛土の取扱い
✓ 許可の特例として、「許可」ではなく知事との「協議」が成立することにより、許可とみなされる。
✓ 技術基準は、通常の「許可」と同様の技術基準が適用

２ 道路などの公共施設整備で行われる盛土の扱い（＝公共施設用地の盛土）
✓ 道路、公園、河川その他政令で定める公共施設の用に供される土地における盛土は規制対象外

３ 発生する建設残土の扱い（＝公共施設用地と別の場所への盛土）
✓ 発生した残土を公共施設用地と別の土地に盛土をする場合は、盛土規制法の対象となる。

政令
政令で定める公共の用に供する
施設

●砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、
漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に
供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの

●国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で
定めるもの

省令

その他これらに準ずる施設で主務
省令で定めるもの

●雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に
関する法律第２条第２項に規定する防衛施設

国または地方公共団体が管理す
る学校、運動場、墓地その他の
施設で主務省令で定めるもの

●学校、運動場、緑地、広場、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水
施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、
林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設


